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第２回品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議 

 

日時：令和７年１月 29日（水）10:00～12:00 

場所：品川区役所 第二庁舎５階 251会議室 

出席：９名 

欠席：１名              

傍聴：５名 

 

1. 「人権・ジェンダー平等に関わる意識調査およびジェンダー平等に関わる事業所

状況調査」の中間報告について 

2. 「品川区職員・教職員向け性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する行動

指針」の改訂(案)について 

3. 令和７年度推進会議開催日程について 

 

■事務局 

少しお時間が過ぎてしまいましたが、始めさせていただきます。 

皆さん、おはようございます。電車の遅延があり、影響を受けた方は大変だった

と思います。ありがとうございます。 

改めまして、人権ジェンダー平等推進課長の木村と申します。よろしくお願いい

たします。 

議題に入ります前に、事務局より本日の資料の確認をさせていただきます。 

 

 

（事務局より配布資料の確認を行う） 

 

■事務局 

それではまず、本日は大槻委員から体調不良によりご欠席されるとのご連絡があ

りましたので、欠席１名です。本会議の開催にあたりましては、本日９名の委員の

方の出席を確認しておりますので、会議開催の成立につきましてご報告いたします。 

また、第１回推進会議に引き続き推進計画において綿密な連携が必要となる関係

の６課がオブザーバーとして出席しております。あわせてご報告いたします。なお、

この会議で発言される際は、テーブルに設置しておりますマイクのボタンを押して

ご発言いただき、終わりましたら再度ボタンを押してオフにしていただきますよう

お願いいたします。 

それでは、事務局の司会進行はここまでとさせていただきます。ここからは、会

長に進行をお願いいたします。では会長よろしくお願いいたします。 

 

■会長 

遅ればせながら、皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく

お願いいたします。 
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それでは第２回品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議

を開催いたします。会議開始にあたりまして、本日は５名の傍聴者の方がおられま

す。 

傍聴者の皆様、特に写真撮影の方はご希望されていないということですけれども、

本会議中は妨げになりますので、写真撮影はご遠慮いただきたいと思います。 

また、写真撮影以外の動画撮影や録音も禁止しておりますので、ご了承いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは初めに第１回で欠席されておられました委員につきまして今回、皆様と

初のお顔合わせになりますので、委員より自己紹介を一言お願いいたします。 

 

■委員 

初めましてになります。品川学園の校長をしております。本日はよろしくお願い

いたします。前回は、宿泊行事の引率をしておりまして、欠席させていただきまし

た。前回のというか、これまでの流れから言いますと、台場小学校の校長先生が代

表として関わっていたと聞いております。そこから引き継ぎまして私になりました。 

品川学園は義務教育学校です。１年生から９年生まで、１１３２名が今通ってい

る学校の校長をしております。品川区には、２００１年から教員として勤め始めま

して、それまでは他のところに勤務しておりました。管理職を含めまして２５年目

の年ということで、品川の変遷というのでしょうか、一生懸命、我々もやってきた

ところを見てきたというところもあります。学校として、様々このことについて考

え、実際に動かしていく、教育を変えていかなければなかなか難しいというところ、

こういうことがキーポイントだと思っていますので、協力できたらと思っています。

よろしくどうぞお願いします。 

 

■会長 

どうもありがとうございました。 

それではこちらの９名で、今日は会議を進めて参りたいと思います。１名体調不

良でご欠席です。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、１番の人権ジェンダー平等に関わる意識調査およびジェンダー平等に

係る事業所状況調査の中間報告について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

■事務局 

それでは人権ジェンダー平等に関わる調査およびジェンダー平等に関わる事業

所状況調査について、中間報告をさせていただきます。少し長くなるので、着座に

て失礼いたします。 

資料１をご覧ください。本年、『人権・ジェンダーに関わる区民への意識調査』と

ともに『ジェンダー平等に関わる事業所調査』を実施いたしました。こちらは、ま

だすべての結果は出ておりません。まず速報値というところで、少し数字が出まし

たので、そちらを使いながらご報告させていただきます。 

１、目的です。人権やジェンダー平等、人権侵害や差別など多様な人権問題等に

関する区民意識調査と、ジェンダー平等に関する事業所状況を把握するとともに、

今後の人権教育、啓発、ジェンダー平等を推進する上での基礎資料として活用する
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ものになります。この調査は、もともと別々に実施していた人権に関わる区民意識

調査と、男女共同参画等に関する区民意識事業所状況調査を、ひとまとめにした形

で今年度は実施しました。また、速報値のため、多少数値の変更がある可能性があ

ることをご了承ください。 

２、調査の概要です。下の表をご覧ください。左側が人権ジェンダー平等に関わ

る区民意識調査の内容です。右側が事業所調査の内容になっております。 

まず区民意識調査につきましては、調査対象が区内在住の１８歳以上８０歳未満

の区民、こちらは外国人３％を含んでおります。こちら、２５００人となっており

ますが、前回２０００人で調査していたものを、サンプル数を増やして実施したも

のです。こちらの抽出方法は、住民基本台帳より層化二段階無作為抽出というやり

方で、区内を七つに分けまして、それぞれの区の地域の人口ですとか年代割り振り

等に合わせた形で抽出して送っております。調査方法につきましては、すべて郵送

で送らせていただいて、その方々からの回答は郵送か、もしくはインターネット回

答のどちらでも選べるようにしております。期間中１回、礼状兼督促はがきを送付

いたしました。調査期間についてはそちらにある通りです。回収数ですが、全体的

には８９５人の方に回答していただきました。３５．８％になります。内訳は、そ

ちらにある通りです。 

事業所状況調査につきましては、調査対象が従業員５名以上で、区内に単独事業

所または本社本店があるところ、１０００件に対して送らせていただきました。抽

出方法はそちらにある通りです。調査方法は、区民意識調査と一緒で、郵送で配布

して、回答は郵送かインターネットを選べるという形にしております。こちらも１

回礼状兼督促はがきを送らせていただいております。調査期間は以下の通りです。

こちらの回答は２７０件いただき、２７％となっております。前回の調査について

お伝えしますと、区民意識調査は２０００人を対象にしておりました。今回は２５

００人です。今回有効回収数は、３５．８％でしたけれども、前回は４５．９％で

した。事業所状況調査につきましては、１０００件という件数は同じですけれども、

前回、平成２９年にやったときには、２５０社、２５％の回収率でした。少し上が

っております。 

２ページ目は、区民意識調査の結果を一部抜粋したものを出しております。回答

者の属性は、女性が５８．３％、男性４０．４％で、前回の数字ですと、女性が５

５．２％、男性４２．４％でしたので、あまり変わりはないという感じになってお

ります。年齢につきましては６０歳から６９歳が２２．６％、７０歳以上が２１．

１％、５０歳から５９歳までが１６．９％の順で高くなっています。こちらからは

回答者の半数が５０歳以上であることが伺えます。 

２、人権問題についての質問です。基本的人権についての意識は、こちらの表を

見ていただきますと、そう思う、と、まあそう思う、を合わせた、そう思っている、

人権意識がある、というふうに思ってらっしゃる方が、かなり多いようになってい

ます。特に日頃から人権を意識して生活しているという方が６８．５％いらっしゃ

って、前回が６３．３％でしたので、少し上がった形になっております。 

次のページに進みまして、３ページ、人権を侵害された経験の有無についてです

が、あると答えた方が３５．１％、ないと答えた方が６２．５％となっています。

こちら性別で見ると、あると回答している性別に大きく差が出ておりまして、人権

侵害の経験がある女性は４２．１％で、あると答えた男性は２４．９％でしたので、
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女性が１７．２％高いことがわかります。こちら前回の男女比がわからないのです

が、前回はあると答えた方が２１．８％、ないと答え方々が４６．８％でしたので、

少し数値に変化があるなと思います。 

３、問題があると思う人権問題につきましては、こちら、上から順番に多かった

ものになるのですが、子どもへのいじめ・虐待、インターネットによる人権侵害、

男女差別、障害者差別・虐待と続いております。前回の順番が、子どもへのいじめ・

虐待、インターネットによる人権侵害、のところまでは一緒なのですが、障害者と

男女差別が逆転した形になっておりました。この中で特に性別で回答に差があった

ものに関しては、男女差別では女性が５３．８％に対し男性は３９．２％が問題だ

というふうに回答していて、女性の方が１４．６％多く、問題があると感じている

ことがわかります。 

次が、性的マイノリティに対する差別で、女性は３２．１％、男性は２１．８％、

こちらも９．４％の差がありました。一方、外国人に対する差別では、男性が２７．

６％、女性が２０．７％ということで、男性が６．９％高く、問題があると感じて

います。 

４ページのジェンダー平等の意識についてです。性別役割分担への賛否について、

ここでは男性は仕事、女性は家庭という考え方についてどう思うかを聞いています。

こちらは、経年変化を見て質問している内容になります。青い文字の一番上にある

のが、今回の結果なのですが、その下に書いてあるのが過去に質問した時の数値で

す。左側には、何年にやったものかというのが書いてあります。そちらのほうも参

考にしてください。まず男性は仕事、女性は家庭、という考えについて、そう思わ

ないという人が年々増えているということがわかります。もっともだと思う人と、

どちらとも言えない人は減少傾向にあり、特に、もっともだと思うという男性の数

値に変化があります。 

続きまして、５ページになります。ジェンダー平等の意識。こちらには質問が表

の左側にアからキまで書いてあります。このアからキにある各面で、上の方にある

男性が優位、平等、女性が優遇されている、あとわからない、無回答というのを選

びます。例えば、家庭生活では平等さがどう出ているか、と見ることができます。

まず、平等の部分を見ていただきますと、一番高いのが、ウの学校教育になります。

５９．０％と最も高く、前回も６２．１％と一番高い結果が出ております。 

次に、家庭生活でも平等であると３５％の方が回答されています。その次が、法

律や制度の上では平等である、が３１．８％。次に、男性の方が非常に優遇、と、

どちらかというと男性が優遇、を合わせた男性優遇については、エの政治の場では、

が８０．５％、以下、キの社会通念、習慣、しきたり、次に、職場では、と続いて

います。過去に平等と答えた割合を見てください。平等と答えた割合だけを抜き出

しているのですが、こちらは、今回の調査とほぼ同じで、平等だと思う順位は学校

が高く、政治や社会通念については、まだ困難があると見ている方が多いという結

果になっています。職場では、を見ていただくと、平成１１年の調査で１２．８％

だった平等意識が年々上がっていて、今回の調査では２５．７％です。時期的に女

性活躍推進法が平成２６年、２０１５年に施行されており、ちょうど今年で１０年

になります。男女雇用機会均等法の成立も、約４０年前になりますので、そういっ

た効果が徐々にあらわれてきているのかなと考えます。 

それでは６ページ、ハラスメントの防止についてです。ハラスメントの被害経験
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は、パワーハラスメントがかなり多いとなっておりまして、前回も同様の結果にな

っています。パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシュアルハラス

メントと続いております。その一方で、何のハラスメントも受けたことがない、と

いう方が５９．１％います。性別で見ますと、セクシュアルハラスメントで女性が

１４．６％、男性が３％で、差が１１．６％ございます。何のハラスメントを受け

たことはないと回答した男性が６３．５％、女性が５６．３％で、何のハラスメン

トも受けたことがないというところでも、男性が７．２％ほどいる状態です。 

５番、性的マイノリティと人権です。こちらは１番、自分または身近で性別等に

悩んでいる人の有無については、そちらにあるとおりなのですが、特に前回はこの

質問をしていないので、今後、経過を見ていきたいと考えております。 

２番、性的マイノリティの人への意識については、性のあり方には様々な形があ

るということを理解して公平に接するべきである、という方が６７．７％で最も高

くなっています。性別の内訳では、女性は７３．８％、男性は５９．４％で、１４．

４％の差があります。わからない、については、男性が１５．２％、女性が９．４％

と、男性が５．８％ほど高くなっています。この質問については、少し質問の文章

が違うのですが、似たような質問を平成２６年と２９年にしていて、それが８ペー

ジの内容です。偏見や好奇の目で見ず、性のあり方には様々な形があるということ

を理解して公平に接するべきだ、が一番高く、性別でも女性が高いというのも、今

回の結果と同じような形になっております。 

それでは９ページ、仕事と生活の調和、ワークライフバランスです。理想とする

女性の働き方について尋ねています。質問の内容が上に書いてあり、下が過去にし

た質問のときの内容です。前回とは少し質問の仕方が変わっています。今回はライ

フステージという言葉を使わせていただきました。今回の結果では、ライフステー

ジに関わりなく一生職業を持つ、が５０．５％。前回が３４．９％で最も高いもの

になります。次に子育ての一時期だけ一時辞めてその前後は職業を持つ、が３２．

１％。こちらは前回、４４．４％でしたので、少し動きがありました。性別で見ま

すと、ライフステージに関わりなく一生職業を持つ、と回答した女性は、今回５２．

９％。前回は３８．２％です。男性でも、４７．８％の方が今回答えており、前回

３１．２％でしたので、どちらも高くなっていると考えます。今回は５年前、平成

２９年のときの調査とは、数値が変わっているなと感じました。 

それでは１０ページ、ＤＶについてです。ＤＶの経験、見聞きしたことの有無に

ついて、見聞きしたことがない、というのが４３．６％で前回も４５．６％と最も

高く、性別では男性が５１．１％、見聞きしたことがない、と答えており、前回も

５３．５％の方がそう答えています。女性に関しましては３８．５％。前回３９．

６％と、やはり男性の方が、ＤＶを見聞きしたことがない、と１０％以上高い結果

になりました。男性にはＤＶが見えにくい状況が考えられます。ただ、自分が直接

経験したことがあるという回答が今回１０．６％です。前回は７．２％でした。性

別でも女性１４．２％、前回９．４％で、男性で５．５％、前回３．９％というよ

うに、女性の方が割合は多いのですが、男性のＤＶ経験も増えており、今まで言い

づらかった男性のＤＶ被害も多くなっており、問題が表層化するようになってきて

いるのかな、ということがわかります。 

続きまして、１１ページからは、事業所調査の結果です。まず、産業分類につい

ては、卸売業・小売業が１５．２％と一番多く、以下、医療、福祉が１３．３％、
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製造業１２．２％、建設業１１．９％と続いています。従業員規模は、５人から９

人が３２．６％と最も多く、以下、１０から２９人３０％、３０から９９人１４．

１％、５人未満１３％と続いています。 

１２ページは女性活躍の推進です。１、管理職数です。管理職のうち、女性管理

職が占める割合を見ますと、全体では、いない、が３５．９％で、２０％から４０％

未満が１７％、４０から６０％未満１６．３％と続いています。内訳は、いないと

答えたのが多い順に、係長相当職、課長相当職、部長相当職、役員という順番です。

２、女性活躍推進に関する取り組みの有無ですが、効果が上がっているとなってい

るのが、右側が質問の内容で、上がどれを選んだかという結果になっています。こ

の中で一番効果が上がっているとなったのが、カの長時間労働の抑制や休暇制度を

整備するで、３０．９％と最も多く、次がオ、明確な人事考査効果基準に沿って性

別にとらわれない人事評価を行う。その次がキの多様な働き方の選択、となってい

ます。一方、実施予定なし、については、ウの人事異動によって女性に様々な職種

を経験させるや、エの女性がいないまたは少ない職務・役職に女性が従事するため

の教育訓練を積極的に実施する、が多く、過半数を占めています。 

１３ページ、多様な働き方です。１番では、多様な働き方ができる制度の整備状

況について尋ねています。左側のこちらが出した制度に関して、ありますとか、導

入予定があると答えていただきました。制度あり、で一番多かったのが、ア、育児

休業制度です。育児休業制度がある、は５８．９％で、前回も同じ質問していて最

高の６７．１％でした。以下、イ介護休業制度、オ再雇用制度と続きます。一方制

度なし、では、今回、昔はなかったと思うのですが、クの勤務時間インターバル制

度というのが最も多く、以下キのフレックスタイム制度、カの在宅就業制度と続き

ます。ただ、在宅就業制度については前回、制度ありという方が１２．９％から今

回３０％に向上しており、こちらはコロナなど時代の状況で多様な働き方を取り入

れているところが増えているのではないかと考えます。 

４の性的マイノリティへの配慮です。１で性的マイノリティへの配慮として取り

組んでいることを質問したところ、一番多かったのが、本人から申し出があった場

合に、トイレや更衣室の利用等の対応について方針を定める、というもので、こち

らは１７．４％です。前回は８．８％でした。続いて、相談窓口を設置する１５．

９％で、前回は１２％です。カミングアウトの強制、アウティングなどハラスメン

トの防止に努める、が１２．２％。一方、特にないも、６１．１％を占めています。 

こちらで中間報告は終了ですが、区民意識調査は前回、令和元年に調査、令和２

年３月に報告書を作成しています。ジェンダー平等については男女共同参画に関す

る区民意識調査、事務事業所調査を、前回は平成２９年に実施して３０年に報告書

を作成しました。今回の調査も、今後の人権啓発事業や、今後の推進計画等に活用

して参ります。今後の予定ですが、３月末までに報告書とその概要版を作成して、

配布を予定しておりますので、こちらはまたお届けいたします。また、この内容は

ホームページでも公開する予定です。以上です。 

 

■会長 

ありがとうございました。説明が終わりました。事務局より人権・ジェンダー平

等に関わる意識調査およびジェンダー平等に関わる事業所状況調査の中間報告に

ついて説明があったわけですけれども、本件についてご質問ご意見ございましたら、
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挙手をお願いいたします。 

お願いいたします。 

 

■委員 

形式的なところなのですが、この内容をホームページでも公開するとおっしゃっ

たのですが、見え方とか視覚的な問題として、例えば２ページ３ページだと、全部

が横に見ていくグラフになっていて比較がしやすいのですが、３ページになると問

題である人権問題のところの棒グラフのあり方が逆になってしまうのでわかりづ

らい。比較の仕方として、もし改善できるなら統一していただけたほうがいいと思

います。 

 

■事務局 

はい、わかりました。ありがとうございます。ご意見承ります。今回ですね、速

報値というところもありますので、数値や形がそのまま出るということではありま

せん。ご意見として参考にさせていただきます。ありがとうございます。 

 

■会長 

他にいかがでしょう。お願いします。 

 

■委員 

ありがとうございます。私は事業所の結果がすごく、自分が経営者だから興味が

あります。特に、女は子どもを産んだら家庭に入るというところから舵を切ること

が出来てきたのだなと感じたのですが、９ページの設問項目に対してちょっとザワ

つくというか。表の真ん中あたりに、子育ての時期だけ一時仕事を辞めて、その前

後は職業を持つ、つまりＭ字カーブのことですね。経営者としては、辞める以外に、

例えば時短とか、同じ会社でキャリアはちょっとスローペースになるかもしれない

けど働き続ける、みたいな。企業の選択肢として、これだけ人が流動化して、せっ

かく育てた人が１回辞めて、パートさんで大手のフランチャイズの時間売りみたい

なところに行ってしまわない方がいい。だから、その設問のところにもう少し、何

か配慮が欲しい。ライフステージにかかわらず一生働き続けるか、１回辞める以外

にも選択肢があるということを示せないかなと思いました。今後の調査の際に検討

いただくということで結構ですが。 

 

■事務局 

ありがとうございました。設問内容については、私たちもだいぶ悩みました。様々

なところの近年の調査ですとかも見ながら、確認して設問を作ったところではあり

ます。 

Ｍ字カーブにつきましても、少しずつ改善されている、抜け出したというような

調査報告もありしました。ただ、過去と比較したかったという考えもあります。も

ちろん、制度がかなり整ってきているということは今回の調査でわかったことの一

つです。国内の事業所も、かなり大きさに差があり、従業員数にも差がありますの

で、従業員数が少ない事業所で制度がないと答えているところは、作るつもりがな

いわけではなくて、制度という形で作っていないということもあったりするのでは
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ないか。制度がないと仕事を続けられない従業員が具体的に出てきたら考えるとか、

そういう事情などもあったりするのかなと考えています。調査をするときには、今

回いただいたご意見をもとに、周辺で実施している近年の調査なども確認しつつ、

設問を考えていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

■会長 

それでは、お願いします。 

 

■委員 

ありがとうございました。１ページの最初のところですが、有効回収数のパーセ

ンテージで、区民が３５．８％で事業者の方が２７％ということです。私が意外に

思ったのは、回収率は事業者の方が多いのではないかと思っていたので、事業所全

体の興味が薄いのか、それとも何か事情があるのか。もしおわかりでしたら、教え

ていただきたい。興味が薄いのであれば、今後、私たちの会議の課題になるかなと

思いました。 

 

■事務局 

まず、区民意識調査と事業所調査につきましては、事業所調査を実施していると

部署は多くないのですが、人権やジェンダー平等にかかわらず、調査自体はかなり

実施しておりますが、年々、回答数が少なくなっております。もしかしたらこの有

効回収数は、高いと見ることもできるかもしれません。ただ、こちらとしても皆さ

んにお答えいただいてこそ、いろんな意見が反映され、参考にしていけますので、

回答数を増やす工夫としては、インターネット回答を今回も実施しました。インタ

ーネット回答を取り入れたのは２回目なので、前回と今回しか比べられませんが、

今回の方がインターネットでの回答数が多かったという結果が出ております。事業

所からも、インターネットの回答があったので、答えやすさは重視していきたいと

考えております。 

事業所の調査の今回の回答は２７％で、前回２５％でしたので、少し多くなって

います。ただ、増えた理由はわかりませんが、インターネット回答を利用した答え

方ですとか。今回は二つの調査を一つにしているので、ただ合わせてしまうと設問

数が多くなりますので、できるだけ多くの人に答えていただけるように設問数を絞

りました。ただ、やはり絞っても少し多いと感じられる方はいらっしゃったのかな

と思いましたので、その解答方法でも、インターネット回答の途中で保留にできる

ようにしました。こういった小さい工夫で、使いやすい、答えやすい状況をつくっ

ていくことを、今後も取り組んでいかなければならないと考えております。 

お答えとは少しずれてしまいましたが、引き続き皆様に参加していただきやすい

方法を探し続けて取り組んでまいります。 

 

■会長 

お願いします。 

 

■委員 

わからないので教えていただきたいのですが、個人の在住の方のその抽出方法の



 

 

9 

 

二段無作為抽出を知りたいわけではなくて、回答率とかのばらつきが年齢層によっ

てもあるので、本来であれば、区民、在住の方の１８歳から８０歳までの年齢人口

分布に即して、各年齢層を何％みたいになるようになっているのかというのを聞き

たいのと、企業の方も同じく５名以上の事業所で、回答した多くの事業所では従業

員数が少ないので、数の少ないものに比例した按分でこの調査が行われることにな

っているのかなという部分をお聞きしたいです。 

 

■事務局 

まず、層化二段階無作為抽出は先ほどおっしゃっていただいたとおり、地域の年

齢分布に合わせて実施しています。 

事業所につきましては、従業員規模や産業大分類ごとに無作為で抽出しておりま

して、抽出時には区内の事業所分布を小さく表した内容になっています。地域性は

会社が多い地域と少ない地域が区内でも違ってきますので、そういった形ではやっ

ておりません。 

 

■委員 

わかりました。ということは、要するに回答結果の数自体のばらつきが、何とな

く今の区民の全体の意識の分布に相当するというふうに見られるわけです。無作為

抽出で、性別もほぼ均等で、年齢層抽出もほぼ均等案分されているということは、

区民全体の世代別意識とか、男女の意識とかが反映されているような結果になって

いると考えられるかなと思います。あと、こういう報告書で、どんな質問をしたか

という質問一覧もつけていただいた方がわかりやすいと思いました。 

 

■事務局 

ありがとうございます。前回、１回目の会議のときに、前回の意識調査の概要版

をお渡ししました。ただ、概要版ではない報告書では、Ａ４の１センチぐらいの厚

みの冊子になっておりまして、そちらには全部の設問がその形式のとおり掲載され

ております。今回も同じような形で作成させていただきますので、すべての設問に

ついてご確認いただけるようになります。 

 

■会長 

ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

 

■委員 

先ほど設問内容に関しての補足説明をありがとうございます。もしこういった設

問があればお聞きしたいという趣旨でお伺いするのですが、この中には入ってなか

ったと思うのですが、区の取り組みの認知状況ですとか、条例に関しての認知状況

を尋ねたような設問項目があったかどうかということと、もしあればそちらの概要

の数値、おわかりになる範囲で、ぜひお知らせいただきたいなと思いました。 

あともう一つ、性的マイノリティに関しての設問で、この中ですと７ページにま

とめられている部分、性的マイノリティの人への意識というところで設問はあった

のかなというふうに思うのですが。他の自治体の調査の中ですと、この性的マイノ

リティに関しての知識の部分で、情報としてどういったことを知っているか、とい
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うような点での調査項目も入っているかと認識しております。そちらに該当するよ

うな項目があったかどうかをお聞きしたいです。 

 

■事務局 

まず今回、私たちが手に入ったのも速報値で、しかも一部だったので、今お尋ね

になられた条例に関する質問もありますが、まだ数値が上がってきておりません。

今後の結果ではもちろん出て参ります。 

二つ目の性的マイノリティの方に関する知識についての質問があったかどうか

というところですが、区民意識調査については、ここに載ってないものですと、そ

の知識についてというのは、お尋ねはしておりません。 

 

■委員 

ありがとうございます。次回に向けてというお話になるかと思うのですが、性的

マイノリティの人への意識の背景には、場合によって十分な知識や情報を手元に持

っていらっしゃらないことが原因になっているものもあるかなと認識をしており

ます。例えば世田谷区が実施されている調査の中ですと、性のあり方については、

個人の趣味嗜好によるものであるという記述が正しいかどうか、ということを選ん

でいただくような調査項目が入っていまして、どれぐらい誤った回答の割合がある

かというところから、啓発が進んでいるかどうかを測る、というような取り組みが

されていると認識をしています。区民啓発がどれぐらい進んだのかは、なかなか測

りにくい部分かと思いますが、一つの指標になり得るのが正しい情報を持っていら

っしゃる方がどれぐらい増えているのか、或いは増えていないのかという点なのか

とも思いますので、ぜひご検討いただければと思って発言をさせていただきました。 

追加でもう１点お伺いしたいのが、子どもたちの状況に関しての部分です。気に

なったのが、５ページ目にあるジェンダー平等の意識というところ。確かに学校教

育では平等であるというふうに答えている割合が高いとおっしゃっていたかと思

うのですが、前回までの結果と比較した場合、この５９．０％という数字はおそら

く最も低くなっている状況かと思われます。今回この調査自体は、１８歳以上の方

に行われたということですけれども、他の調査の取り組みの中で、実際に今、学校

教育の場にいる子どもたちに向けての調査等が予定されているか、あるいはこれか

ら何かとられるご予定があるかどうかというようなところもお伺いできればと思

っておりました。 

他の自治体ですと、男女共同参画に関する児童生徒調査というものをとられてい

たり、子どもの権利という文脈の中でジェンダー平等の取り組みについても、アン

ケート項目が用意されているところがあったと認識しておりまして、ぜひ生の声と

いいますか、今の子供たちの声が集められるとよいのではないかなと思いお尋ねい

たします。 

 

■事務局 

ありがとうございます。まず、学校教育ではというのが、５ページのところにあ

りまして、ジェンダー平等の意識では一番高い数字にはなるのですが、確かに過去

６０％以上だったところから数値は下がっています。どうして下がったのかという

ことについては、まだ詳しくきていないところもあり、理由が読めないところはあ
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りますけれども、今後どういった理由が考えられるのかは見ていきたいと考えてお

りますし、例えば次回の質問で、評価がどういうふうに出てくるかというのも重要

になるのかと思っております。 

子どもたちに向けた調査については、今のところ予定はしておりません。そうい

うやり方があるということはわかりましたので、ご意見として承って検討したいと

思います。 

あと１点、先ほど性的マイノリティの方についての知識については、設問がない

というふうにお伝えしたのですが、制度の名前、言葉や制度を知っていますかとい

う設問はしております。例えば、性的マイノリティという言葉を知っていて、言葉

も意味も知っている、言葉を聞いたことがあるが意味は知らない、知らない、とい

う３択で聞いています。その中に、例えばＳＯＧＩですとか、アライですとか、東

京都パートナーシップ宣誓制度というものを、言葉の意味も知っている方、言葉は

聞いたことがあるが意味は知らない、という質問方法で聞いているものがありまし

た。失礼いたしました。 

 

■会長 

それでは、お願いします。 

 

■委員 

大変興味深い調査結果をご共有いただきまして、ありがとうございます。本当に

見ていると、あれもこれも面白いなと思いながら拝見したのですが、言葉の定義の

部分でお伺いしたいと思います。 

まず人権・ジェンダー平等に関わる意識調査の方ですが、そもそも人権とは何な

のか、普遍的人権とは皆持ち合わせてるものではありますが、日本の教育制度のな

かで人権教育というものが、必ずしもすべての地域で義務教育のなかでしっかり時

間を割いて受けられるものではない以上、人権についての理解がどれほど浸透して

いるのか。人権を思いやりと思っている方々も社会の中にいる印象があるなか、人

権とは何ぞやということを理解しているかどうかを問う設問があったのか、がちょ

っと気になっています。 

あと、基本的人権の意識に、人権についての意識の説明のところでも、自分の権

利ばかりを主張してみたいな設問もあるなか、こういう回答の内容見ていてもちょ

っと心配だと思いました。人権の定義というものの理解度、というものをとる必要

があるのかなという印象を持ちました。 

あと年齢について、抽出方法の中で各地域の年齢分布に応じて郵送されたという

ふうにお伺いしました。そうすると、この回答率が品川区の人口分布と比較的マッ

チしているのかどうか、というところも気になりました。といいますのも５０％以

上の回答者が５０歳以上となると、若い人の声というのがなかなか聞かれていない

のかなと。つまり、若い人が体験している人権侵害が反映されづらくなっている。

日本の人口分布自体が高齢者の方が高くなってきているという、仕方がない部分も

あるかもしれないのですが。その上で回答を見せる時に、年齢別の分析で、この年

齢層の方はこういう回答しましたという見せ方をするなどを検討されるかをお伺

いしたいと思います。 

あと、その年齢層、年齢別、年代別に回答、年代別の分析をすることで、先ほど
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お話にあった５ページ目のジェンダー平等の意識のところ、学校教育では比較的平

等が保たれているという回答も、かなり変わってくるのではないかと思います。若

い方は、もしかしたらここもちょっと違うご意見があるのかとも思いますし、その

年代の方で、アからキの中で、どの生活のセグメントの中でどこを体験してらっし

ゃるかということも違ってくるのではないかと思いました。 

あと、６ページ目、何のハラスメントも受けたことはない、とおっしゃる方の年

代もちょっと気になりました。年齢が高くなればなるほど、今であればハラスメン

トと受け取られることも、その方々がご活躍されていた時代、現役だった時代には

ハラスメントではなかったと考えられていました。昨今話題になっておりますフジ

テレビの問題などを見ていても、そうかなと思います。そういった意味では年代別

の分析をしていただけると、よりリアリティの高い実態が見えてくるのかという印

象を持ちました。 

あと、１０ページ目、ＤＶについての回答にも、見聞きしたことがないという回

答が多いところにすごく私はびっくりしたのですが、ＤＶとは何ぞやという定義の

説明があったのかも気になっています。ＤＶは家庭内で行われている暴力、という

ふうに簡単に理解されがちですが、そのなかにも、経済的なＤＶ、精神的ＤＶ、性

暴力であるとかいろいろあると思います。そういったことも含めて、どういう理解

のもとにこういう回答が出たのかなということが気になりました。 

あと、９ページ目ですね。ワークライフバランスのところ、理想とする働き方。

最終的にはジェンダーで分ける必要性がないということ。男性だから、理想とする

男性の働き方とか、理想とする女性の働き方とかではなくて、すべての人に理想的

な働き方という設問ができることになることが、最終的なゴールかなと思います。

ここの説明のところで、アンコンシャスバイアスがにじんでしまうというのもある

かなと思いました。 

あと、すべての設問に対する回答が今回は中間発表ということで、手元にはない

ということだったのですが、正規の女性を含む、すべての方の正規労働者率、非正

規労働者率みたいなものも見えるとちょっと面白いかなというふうにも思いまし

た。いろいろ言ってしまったのですが、以上です。 

 

■会長 

時間の関係もあるので。今７問ぐらい質問が含まれていたと思うのですが、事務

局回答は大丈夫ですか。 

 

■事務局 

はい。ご質問ありがとうございます。まず人権の定義につきましては、特に人権

の定義を書いている設問のようなものはありません。ただ、品川区が人権宣言をし

ておりますので、そちらをご存じかどうかという設問はさせていただきました。 

品川区では、まず人権宣言が基本となる人権の考え方ということで、学校や様々

なところで周知を広めていますので、人権尊重都市品川宣言について質問はしてお

ります。 

年代別の調査結果が出るかというところなのですが、今まで年代別の形をしてお

らず、意見としてお伺いして、そういうことが冊子の中に入れ込めるか、どういっ

た形でそれができるようになるかというところについては、相談しながらやってい
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きたいと考えております。 

ハラスメントのなしと、ＤＶのなしというところに関しましては、こちら設問で

知らない、見たことも聞いたこともない、という回答をした方がかなり多いという

のが両方でありました。この結果については、本当に知らないとか、わからない、

受けたことがないという方がいらっしゃると考える一方、ハラスメントが何なのか

とか、ＤＶというものが何なのかということについて、例えば自分が受けているも

のがＤＶだと気づかない方もいらっしゃるという一定数の方が、この回答者の中に

含まれていると考えています。質問ではそう書いていないのですが、自分が受けて

いるこの待遇がハラスメントだったり、人権侵害だったり、ＤＶだということに気

づいてない方がいらっしゃるのではないか。ＤＶについては、例えば他の設問の中

では、ＤＶを受けたことがありますかと聞いて、自分が直接経験したことがあると

答えた方は、次にどんな内容でしたか、と聞かれます。選ぶのは、例えばＤＶでは、

身体的暴力、性的暴力、対物暴力、精神的暴力、経済的暴力などがあり、そのなか

から選ぶようになっている。設問を順番に読んでいっていただくと、こういうもの

もＤＶに当たるのかと理解していただけるような設問をつくっております。 

多様な働き方ですとかワークライフバランスの理想については、今回どうしても

Ｍ字カーブのところもあり、女性について聞いたというところです。今回は速報値

を載せさせていただきましたが、今回の結果や今後の調査については、いろいろな

聞き方をして答えを導き出していけたらと考えております。 

 

■会長 

お願いします。 

 

■委員 

できるだけ端的にお話します。非常に労力のかかる調査お疲れ様でした。 

１点だけお伺いします。いろいろあるのですが、気になったのは、２番の人権問

題の基本的、先ほど草間さんもお尋ねがありました基本的人権についての意識って

いうところの、このア・イ・ウのウのところですね。人権尊重が叫ばれるなか、自

分の権利ばかりを主張する人が増えていると。これ訳すと自分の人権ばかりを主張

して、他人の人権を考えない人が増えているというところにも読み取れます。そこ

で、これに７６％の方、圧倒的多数と言っていい数の方が、それに賛成していると

いう現状について、まずこれ前例のデータがあるのかどうかが気になったことの一

つです。 

それと、これ実は非常に、極めて今重要なところだと思っているところです。そ

もそもこういう調査があって、いろいろなマイノリティのことは配慮しましょうと。

より平等なソーシャルチェンジを伴う社会を実現しましょう、ということでこうい

うことを行政が行い、リサーチを行い、そしてそれを教育の場に還元する、あるい

は職場に還元していくためにやっていると思うのですが、前提として、やはり人権

というものをどういうふうに人々がとらえているかということが、おそらくこの１

０年２０年で著しく日本においては変わってきているような気がしています。つま

り簡単に言うと、人権というのは面倒くさいもので、もともとは勉強するものなん

ですね。学校で勉強する内容として、基本的人権の尊重、憲法に書かれています。

３大原則の一つです。勉強する内容だったものが、いろいろなマイノリティーに対
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する配慮をしようという社会のパラダイムが進む中で、まず女性ですよね。まず女

性をちゃんと開放しようと、男女平等を実現しようという動きが、大雑把に言うと

６０年代ぐらいから始まったものが蓄積された上で、今この数字にまでたどり着い

てきたという現状がある。ただその後、様々なマイノリティーに対する、ある種の

気づきというか、社会の仕組みなどが合意形成されていく中で、セクシュアルマイ

ノリティ差別もよくないよねっていうのが９０年代ぐらいから、あるいは２０００

年代から見えてきた。そして今、何が起きているかというと、全体として今回のこ

の調査結果は、ポジティブなデータだと思いました。つまり、女性だったり、それ

以外のマイノリティーに対する配慮をしなきゃいけないよね、多様な働きをしなき

ゃいけないよねっていう合意に向かっているんですね。ただ、一方で何が起きてい

るか。バックラッシュなんです。いろいろなマイノリティーが声を大きく主張して

いることに対する脅威を感じている方がいっぱいいる。そしてそれが取りも直さず、

このインターネットによる人権侵害が２番目に出ていますけれども、これに密接に

結びついているんですね。やっぱりマイノリティーが声を上げれば上げるほど、マ

ジョリティの反発が起こる。それは当然のことです。そのことが起きている。 

その上で何を言いたいかと言うと、だから、前例を調べてもいいのではないかと

思ったのが一つです。 

あとは、その際に、行政がひるんではいけないと思うんですね。それはやっぱり

そこに向けて進めなきゃいけないんだって、１００年前、女性は何の権利もなかっ

たということも踏まえて、その前提として設問の仕方もそうですし、その前提とし

て人権問題をどうとらえられてるかというところを正確に把握した上で、こういう

ある種のキャンペーンをやっていくということが一番重要なんじゃないかなと思

ったので、まさにこのウの設問の前例データの変遷も気になりましたし、その辺の

ところをぜひ伺いたいなと思いました。 

 

■会長 

簡潔に回答をお願いします。 

 

■事務局 

こちらの２ページの２－１の（ウ）の設問につきましては、前回、５年前の調査

では８０．２％でした。今回７６．２％以下になりますので、前回８０．２％から

少し減少したというような結果になっております。この設問、その時代によってい

ろんなとらえ方ができると考えています。先ほどおっしゃられていたバックラッシ

ュの話は、特に最近、アメリカの状況などもあります。そういうことが起こるのだ

なというのが、私たちも驚いているというか、もともとマイノリティの方たちが声

を上げるとインターネット上ですごく叩かれてしまう、というようなことがあった

りしますので、こちらの設問はその時代によって、質問の見方ですとか出てくる数

字の見方が違ってくるのかもしれないと考えます。例えば、ヘイトに対する考え方

としてこの設問を見るのか、例えばマジョリティーから見た権利を叫ばれていると

いうふうに読み取らなくてはいけなくなってくるのか。時代によって、意味や読み

方が変わってくるのかと考えます。例えば数値による補足説明を前後にしていくと

か、その前後の設問を重ねていくことで考えていくような調査の仕方も考えていけ

るかなと考えております。 
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■会長 

話は尽きないかと思いますが、全体版が出た段階でもう１回検討できればと思い

ます。 

そうしましたら、時間も限られておりますので、次の議題に進みたいと思います。 

２番目ですね、品川区職員・教職員向け性的指向・ジェンダーアイデンティティ

に関する行動指針ですね。配布資料でございますが、それではこれについて事務局

からご説明お願いいたします。 

 

■事務局 

資料２をご覧ください。品川区では、令和２年に品川区職員・教職員向け性自認・

性的指向に関する行動指針を作成しておりますが、こちらは作成したのが５年前に

なり、新しく中身を刷新し、バージョンアップして作り直したものがこの品川区職

員・教職員向け性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する行動指針になりま

す。 

区の職員・教職員は、区民をはじめ多様な状況にある多様な方々と接していくこ

とになります。区民それぞれの状況ですとか、日常生活上の不自由さなどにこちら

から気づいて、対応も一緒に考えていけるようにということで作成をさせていただ

いているものです。あくまでも区の職員・教職員向けということになりますので、

書き方として内容が区職員・教職員にありうる内容となっていることを、ご理解い

ただければと思います。 

こちらは今まで研修等で使っていたり、いつでも見られるような形でデータでも

置いてあります。新年度にデータ配布をしたりですとか、また折に触れ対面の研修

でも取り上げている内容になります。 

こちらの改訂に至った経緯としましては、令和４年１１月に東京都のパートナー

シップ宣誓制度が開始し、区もいろいろな庁内サービスにも取り組んでいることと、

令和５年６月に国の理解増進法ができました。あと一番大きなのは今年度、令和６

年４月に、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための

条例ができて、誰もが自分らしく生きることのできる社会の実現を目指しておりま

すので、そういった下地を取り込んだ形で、内容をアップグレードして作成したも

のになります。 

作成にあたっては、支援団体に内容の確認を行っております。あと、別の団体に

なるのですが、７月から実施しているにじいろ相談の専門相談の方にも見ていただ

いたり相談しています。また、この改訂案をさらに庁内外の全課に内容の確認を依

頼して、現場も含めた調整や変更を行ったものが、今お手元にあるものになります。 

今回改訂にあたって心がけたのが、見やすさ、わかりやすさとともに、具体的な

場面を入れることで、自分がその場面に対応する際のことを想像して、思い出しや

すくできたらと考えて作っております。その結果、初版は２０ページでしたが、今

回は３５ページほどに増える予定です。 

皆様には、この改訂版の作成にあたり内容について、お考えやご意見をいただけ

ればと思います。本日この場でということだけではなく、お気づきの点があれば、

後日メールにてお知らせいただくように最後にお知らせいたします。 

簡単に改訂版の概要や変更点についてご説明させていただきます。まずタイトル

です。令和２年に作成したものに関しては、性自認・性的指向としておりましたが、
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理解増進法に合わせて性的指向・ジェンダーアイデンティティと変更しております。

この書き方は先にできた条例にもそのように記載しています。 

２ページの目次をご覧ください。項目を増やしたところからご説明いたします。

目次と中身を見ながらご確認いただければと思います。 

１の性の基礎知識について、増やしたのは４番、ＳＯＧＩハラと５番、注意が必

要な言葉や概念になります。８ページにＳＯＧＩハラ、９ページに注意が必要な言

葉や概念が記載されています。どちらも初版でも内容としては記載されているもの

になりますが、項目として立て、分量を増やしております。特に９ページの注意の

必要な言葉や概念では、より具体的に、使用に際しての注意を促している内容で作

っています。 

１３ページの３、職場における対応です。初版では職員の対応としておりました

が、個人の話だけではなく自分も含めた職場や業務内容についても考えとして入れ、

全体の働きやすさとして取り上げるために職場における対応としています。 

１４ページは巻末にもありますが、ハラスメントに関する相談窓口や連携の規定、

相談方法、相談を受けた人の対応方法について記載しました。具体的には例えばハ

ラスメントに対してどこにどう相談したらいいのかというところもですが、相談を

受けた人があそこに載ってる、こういうふうに相談する、というのを職員間同士で

も相談を受けたり、したりする際に、具体的な話ができるよう考えたものです。 

１５ページでは、各職場でも、採用や面接を実施する部署があることから、２の

教員採用時の対応や、福利厚生制度、健康診断、施設利用についての内容を増やし

ております。健康診断、施設利用については初版でも文章中に記載されていたので

すが、今回は項目として立てています。 

１６ページの４、その他の配慮については、宿泊研修についてや生理休暇等の体

調管理についてなど、必要な可能性がある配慮について記載をしています。 

教育現場における対応です。目次で言うと４番、１７ページからです。１８ペー

ジの１、教職員等の知識理解の浸透のなかで、生徒から相談を受けた際にアウティ

ングに繋がったりしないよう、下線部分等の注意点を入れたり、２０ページでは名

前の呼び方や通称名の使用について記載しています。こちらは全般を通じて、例え

ばアウティングやハラスメントに関する意識づけなどを繰り返し話題として取り

入れています。さっき読んだなという内容も、全体を通じて読むと何回か出てくる

ものもあるのですが、必要で大事なことなので何回も入れさせていただいたという

こと。あと、使い方として、研修では全部の内容を勉強することができるのですが、

例えば実際に対応する場面で迷ったり困ったりしたときに、この冊子を見て目次で

目測をつけて、そこを読んで理解し考えるとか、調べたり相談してみようという行

動ができるように、繰り返し、大事なことについて入れるようにしております。 

また、全体を通じて、具体例や実際の場面を想定した内容を取り入れるようにし

ております。 

例えば、１０ページの区民対応１、窓口や相談の対応では、具体的に窓口職場等

であり得る内容や場面で、当事者の方が具体的にどのようなところで困難を感じる

可能性があるのか、それに対してどういうような配慮をすることができるかについ

て、アドバイスや具体例から、どういう形でそれを自分の職場で対応できるかにつ

いて考えられるように、今すぐ具体的にできるような内容を中心に記載するように

しております。 
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２５ページから２８ページには、所々で引用している品川区の条例を記載してお

り、その内容については２３、２４ページで内容を説明しています。 

２９、３０ページについては、相談窓口の一覧を連絡先や対応日時付で記載して

います。 

３１、３２ページは、文中に出てくる関連用語の説明を載せております。 

行動指針は、職員向けに配布して研修等で使用していきますが、全編読まなくて

も、先ほど言ったようにちょっと知りたいことや注意点について各自でも確認でき

るように考えて作っています。 

今後のスケジュールですが、今年度中に作成して、来年度最初の研修から活用し

ていくよう考えています。 

本日と、今後、皆様からいただいた意見について検討、考慮して、行動指針を作

っていこうと思っています。ただ、全課にお願いしたときにも伝えたのですが、す

べてを取り入れられなかったり、方針と少し違ったりというところは、増やせない

ところもあるということをご理解いただけますようにお願いいたします。 

例えば全庁に聞いたのは、本来であれば窓口などのお客様への直接対応があると

ころにだけ聞けばよかったのかもしれません。しかし庁内では異動もあります。前

の職場であった事例や経験も含めて、一緒に考えていただきたいと思い、全庁に考

えていただく機会を持っていただいております。ご報告は以上です。 

 

■会長 

それでは説明が終わりましたので、本件についてご質問・ご意見がございました

ら、挙手をお願いします。 

いかがでしょうか。お願いします。 

 

■委員 

内容についてというより、一つだけコメントということで。 

やっぱり性に関すること、これも人権なんだよねということの一言があるといい

のかなと。多様な性の方がいらっしゃるということは、その知識があるないにかか

わらず、すべての人のセクシュアルライツ、性的な権利を守るということ。これは

人権の一つで、これに基づいて人権侵害があってはいけないとか、ハラスメントで

あったり、アウティングであったり、ここに書いてあるようなことがあってはいけ

ないということを最前提条件として、どこか一言書いていただけるといいのかなと

思いました。 

 

■事務局 

ありがとうございます。そちらについては、検討していければと考えております。 

 

■会長 

他にいかがでしょうか。お願いします。 

 

■委員 

すごく労作といいますか、これも本当にいろいろなところに配慮されてきた文章

だと思いますので、本当にまず敬意を表したいと思います。 
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６ページのコラムのジェンダーアイデンティティ、性同一性障害についてのとこ

ろですが、これについてはご承知のように、ＷＨＯを含めて、いろんな性のあり方

の定義であるとか、それを受けての各国の対応ですとかについては、非常に意見が

割れているところです。ある意味どこを依拠すればいいのだろうかというのは、は

っきりと大変な状況になっています。そのあたり本当にいろんな、このにじいろ相

談の専門相談員など、いろいろな方のご意見も踏まえつつ、着地点を探っていくの

がいいのかなと思いましたので、引き続き皆様の頑張りに本当に期待します。 

 

■事務局 

ありがとうございます。 

こちらをつくるにあたり初版を見直したときに、この５年間にかなり状況も変わ

っております。また、ここから例えば５年後にどうなっているかということもあり、

良い方向に変化が進んでいけたらと思います。 

今、作成中で進んでいたり、話題に挙がっていたりするものがあります。特にご

指摘いただいた６ページの性同一性障害という言い方も、もう過去の言い方だと思

うところがあります。でも、これについてのほかの考え方も、先ほど言っていただ

いたように存在します。ただ、いろいろな考え方があること自体も知らない方もい

る、という現状もありますので、こちらからもこの冊子を作って終わりではなくて、

その時の新しい情報を入れつつ、必要に応じて改訂を繰り返していくものであると、

今回改訂してみて感じました。 

また、こちらの内容にかかわらず、何かご意見があれば伺いながら、会議はまた

何回もありますので、議題になくてもご意見をいただけたらと考えています。 

 

■会長 

他にいかがでしょうか。お願いします。 

 

■委員 

自社の話になるのですが、ＬＧＢＴＱの生徒の受け入れを実習で頼まれてずっと

やってきて、今度入社されることになりました。社員が一生懸命勉強会をして、行

政の方に話を聞きに行ったりしてやっているのですが、この冊子がすごく綺麗にま

とまっていて、これを流用させてもらえたらいいなと思いました。すごく具体的に、

こういうときこうしたらいいというところまで書いてあり、知識のところは一生懸

命勉強しているのですが、こういうことを無意識だとやってしまいがちだよね、み

たいなことが載っているのが力になるなと思って、すごくいいなと思ったのですが、

これは勝手に使ってもいいのでしょうか。 

 

■事務局 

ありがとうございます。どの部分をどう使うかということと、おそらく会社の内

容によっては、より良い別の方法があるとも思います。そちらについては、もしよ

ろしければご相談しながらしていきたいと思います。 

こちらは、今まだ案の状態ですが、でき上がったものは区のホームページで公表

しますので、見ていただければと考えます。 

あともう１点付け加えるなら、今年度より実施しているにじいろ相談では、例え
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ば、今度受け入れる社員がいますという会社からの相談も受けています。職場や同

僚としてどういうことに注意したらいいか、どういう受け入れをした。こういうこ

とを考えているが対応に間違いがないか。例えば、会社がいろいろ先回りして準備

し過ぎて、それはそこまで対応してしまうと結果としては本人の気持ちや機会、成

長する権利を侵害する可能性があったりします。本人がカミングアウトしていない

状態では、その気遣いが逆にアウティングに繋がりかねないとか。また、不必要な

ところには情報を共有する必要がないとか。今回のこの場面での対応はほかの方と

一緒でいいです、というようなアドバイスをいただいたりできる場所です。 

にじいろ相談は当事者だけの話ではなく、会社の方などがそういう相談をしに来

られたり、家族とか友人でも相談していい。相談員は、様々な相談に対応しており

ますので、もしよければ、会社の方に相談内容などを持ってきて、ご相談を受ける

こともできます。ご検討ください。 

 

■会長 

他にいかがでしょうか。お願いします。 

 

■委員 

内容に関しては、後程メールでということでしたので、そちらでお送りさせてい

ただきます。 

補足資料に関してのご提案になります。区の条例は載ってらっしゃると思うので

すが、例えば厚生労働省からはこういったものが出ていますというようなこと、パ

ワハラ防止法の中でもＳＯＧＩハラやアウティングがこういうふうに書かれてい

ますとか、文部科学省の通知が出ています、というような根拠資料になるようなも

のの一覧等が載っていると、実際に対応したいと思っている方が参照して使用でき

るのではないかと思います。全部載せるのは難しいと思いますが、項目だけでも載

せていただくことをご検討いただければと思いました。 

 

■事務局 

そちらについては、持ち帰って検討させていただきたいと思います。 

 

■会長 

他にいかがでしょうか。お願いします。 

 

■委員 

この冊子の中身についてではないのですが、これを作って、このあと品川区の職

員にただ配布するだけで終わっちゃうんですか。何か研修とかは予定されています

か？ 

 

■事務局 

こちらは４月から使用するのですが、まず新任研修から始まって、職層研修、例

えば係長とか管理職に上がったら受ける研修。あと２年目研修などの形で研修があ

ります。庁内については、私が講師をしているものも多いので、そこで取り入れて

いきます。今までも実施していましたが、新しくアップデートして、職員が使いや
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すくなるように作っていますので、今後も引き続き、それぞれの研修で取り上げて

まいります。 

 

■委員 

だいたい新人の時にやるのかなと思ったのですが、５年目、１０年目、１５年目

っていうと、もう慣れてしまって新しい制度に対しても意識が鈍化しちゃうことが

多いので、専門職の世界でも必ず研修はありますが、必ずこれを用いて、具体的に

設問なりディスカッションなりしてもらって、知識を高めてアップデートして欲し

いなと思ったので、あえて聞いてみました。ぜひやっていただきたいと思います。 

 

■事務局 

ありがとうございます。これを使ってどういうふうにやっていくかは私も今後研

究してまいりたいと思います。 

 

■委員 

ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

■会長 

お願いします。 

 

■委員 

余計な話なのですが、これ、とてもよくできていると思います。要は、先ほど委

員がおっしゃったのと同じように、一般向けっていうか、区民向けに冊子みたいの

を作らないのかな、そんな予定はないですか？と思いました。 

 

■事務局 

一般向けには、例えば、これはかなり区の仕事に具体化し過ぎていて、一般の方

全員にはあまり向かないかなというふうに考えます。 

例えば、一般向けにはＬＧＢＴＱの方たちへの理解という内容で作っている冊子

があります。そちらの方は配布もしておりますし、いろんなところに置かせていた

だいたり、ホームページにも掲載しております。わかりやすく、もっともっと端的

に、絵が多く、見れば少しわかるような形で作っている冊子があります。来年版も

もうでき上がっておりますので、こちらの方をぜひご活用いただければと思います。

またそちらについても、周知に努めます。 

 

■委員 

 ありがとうございます。 

 

■会長 

他にいかがでしょうか。 

 

■委員 

以前の行動計画で、この内容を随分話し合って、こうした方がいい、ああしたほ
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うがいいとみんなで意見を出し合ったのを思い出しました。多分これからもバージ

ョンアップされるということで気になることがあります。これの初版に関わって、

研修をされて、その職員の方が勉強された後に困った事例とか、そういうお声を集

める仕組みはあるのでしょうか。もしあればそれを今度の改訂時に参考になります

し、なければ、そういう事例は情報でもあるので扱い方がちょっと難しいと思いま

すが、みんなで共有すると同様の内容で困ったときに次の職員の方がそれを参考に

できるようなふうになれば、こういう冊子も生きてくるのではないかと思いました。

どうぞお願いします。 

 

■事務局 

研修をしているときに、話題になるということもありますが、研修終了後のアン

ケートを取っていて、そこに自分の体験などが記載されていることがあります。研

修後のアンケート、特に４月以降の研修後のアンケートは、そういう意味でもちょ

っと楽しみにしています。そのほかには、研修後に具体的な相談があったりとか、

こういうのをどうしたらいいのか、自分のところでも実はこんなことがあって、と

いったお話をいただいたりもしています。 

あと、直接ではないのですが、研修を受けた人が職場に帰って話題にしていたと

いう話は聞きました。研修受講を機に職場の中でも話すきっかけになればいいと考

えております。 

今後、例えばアンケート結果などは、皆さんにご報告できるようになったら、お

伝えしたいなと考えます。以上です。 

 

■会長 

お願いします。 

 

■委員 

ありがとうございます。現場としましてはこれを読んで、もう一度確実に伝えて

いく、まず教職員に伝えていくっていうことが非常に大事だなということを、再確

認したところです。難しいなと思うところが、我々ずっと保護者に対するこういっ

た理解がなかなか進んでない状態の中で、子どもを守っていかれない。子どもとの

相談でうまく進められないという可能性があります。先ほども出ましたけれども、

住民というか、保護者に対する理解を推進するような、何か手だてがあるといいな

というふうに思います。 

なかなか学校発信だけだと、学校がそういうふうに考えているだけでしょう、と

なってしまうような状況もあり、ぜひ援護射撃していただけると嬉しいなというふ

うに思います。 

あと、誰１人取り残さないということで学校経営ももちろん進んでいますので、

人権は教育のまず柱であるということで進めているところではありますが、数々の

人権問題を扱っていくと、莫大に考えることがあるという現状もあります。そこへ

どういうふうに教員が理解を進められるのか、いわゆる働き方改革という中で、も

しくはこの子どもとの接触を増やしていこうということもあり、その中でどうやっ

て、教員も子どもたちも一緒に人権についての理解を深めていく機会をつくれるか

なということを、今また聞かせていただいて、していかなくちゃいけないのだなと
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いうふうに思ったところです。感想になりました。 

 

■事務局 

ありがとうございます。保護者については、今回子どもを中心にして、例えば子

どもが言って欲しくないと言ったら保護者にも伝えないという話が書いてあるの

ですが、子どもを中心に作らせていただいたところがありまして、保護者について

の視点は、今後、勉強しながら、できればご相談しながら、一緒に考えていきたい

と思っております。逆に具体的に、例えば保護者に対してこういうことを言いたい

のだけれども、何かなかなかわかってもらえないというような事例があれば、それ

も共有していただいて、一緒に考えさせていただければと考えております。ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

 

■委員 

ありがとうございます。一つ思っているのは、基本的に人権問題って自分のこと

として降りかかると、まさにそれはそうなるんですが、そうではない場合に、それ

を受け入れることがなかなか難しいということがあります。あらゆる人権問題が、

多分そこで頓挫しているところも、私はあると思っています。ですから、より人権

に関する理解が必要だということになるのです。そこのところで、ぜひ、この件に

関しても、保護者にこういうことの心構えというようなものを皆さんにつくってい

ただくことがいいのではないかというふうに思っております。よろしくどうぞお願

いします。 

 

■事務局 

ありがとうございます。人権問題については、例えば年２回ほど人権と憲法の日、

それぞれの時期に合わせて、区民向けの講演会やイベントを実施しています。あと、

具体的にテーマ別で、ＤＶなど一つ一つの問題についても講座を開いています。先

生方にも、講座などの情報を共有させていただいて、例えば、どういうふうにそれ

を区民の方、イコール保護者の方も含まれると考えていますが、そういった方にも

自然な形で参加していただけるような形がとれればいいなと考えております。また

ご相談させていただきます。 

 

■会長 

ありがとうございました。では、最後に私も一つだけ。 

１２ページのところで、具体的な事件が紹介されておりますけれども、判決の内

容が入っていません。つまり都側が負けていて、こういう都の姿勢のここがよくな

いことなのだという判決の内容を書いておかないと、事実関係だけでは曖昧なもの

で終わってしまうと若干危惧しましたので、判決内容を是非記載してください。 

 

■事務局 

ありがとうございます。意見を取り入れさせていただければと思います。 

 

■会長 

そろそろ時間にもなりますので、もし何かございましたら個別に、事務局の方に
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メールなりでご連絡いただければと思います。 

 

■事務局 

会議終了後、本日中に質問フォームを皆様のメールアドレスに送らせていただき

ます。そちらに記入をして、２月３日午後５時までに、ご回答いただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

■会長 

わかりました。それでは皆様、ご協力いただければと思います。 

そうしましたら、最後の議題ですね。３番、令和７年度推進会議の開催日程につ

いてに移ります。事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

■事務局 

資料３をご覧ください。令和７年度の推進会議の開催日程になっております。 

一方的で申し訳ないですけれども、こちらの日程で実施させていただきたいと考

えております。初回が７月１７日で、７月、８月、９月で、１月、２月、３月とい

う形で、右側の方に取り上げる内容について記載をさせていただいております。 

 

■会長 

皆さん、何か日程についてございますでしょうか。いかがですか。 

 

■委員 

すいません。月曜、木曜が多いのは別にいいのですが、時間が２時、３時とかだ

と皆さんどうですか。僕、個人的には３時からだと助かります。２時だと、難しい

ところがあって。僕の個人的な事情で動かすのもちょっと恐縮なのですが。 

 

■事務局 

もし皆様がよろしければ、３時開始でいかがでしょうか。 

 

■委員 

今決めていただけるなら大丈夫です。 

 

■事務局 

はい、では３時から５時ということで、これを修正したものを、後で先ほどのメ

ールと一緒に、送らせていただきます。 

■会長 

事務局の就業時間に支障はありませんか。 

 

■事務局 

就業時間中ですので、問題ありません。 

 

■委員 

すみません、ありがとうございます。 
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■会長 

それではまた再度、完成版をみなさんに送ってください。 

 

■事務局 

お配りした資料３は、よければ机の上に置いていっていただけますか。後ほど、

正しいものをメールでお送りします。 

 

■会長 

よろしいでしょうか。それではたくさんご意見いただきまして、ありがとうござ

いました。本日いただいたご意見を整理しまして、次回の会議において議題として

取り扱っていくという予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは最後に事務局を代表して区長室長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

■事務局 

区長室長でございます。本日も活発なご意見どうもありがとうございました。私

も区から説明をさせていただきながら、皆様のご意見を拝聴していたのですが、い

ろいろなちょっとした気づきといいますか、そういう部分が多々ありました。今後

のこの施策の展開に向けて、いろいろ参考にさせていただくことが多いなというの

は、改めて感じさせていただいたところです。 

先ほど申し上げましたけども中間報告いたしました調査結果、それから今ご議論

いただいた職員向けの行動指針ですね。これにつきまして完成いたしましたら、皆

様の方にお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

また、日程の方も先ほど見て確認させていただきましたけれども、来年度は夏か

らのスタートと会議はなりますけれども、計画を作っていくという本丸ともいえる

のではないかという、大きな部分に入ってきますので、また皆様のご協力を賜りた

いと思っております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

 

■会長 

それでは、次回の第３回の推進会議の日程について、事務局の方からお願いしま

す。 

 

■事務局 

事務局から、次回の会議日程につきましてお伝えいたします。先ほど資料３の方

にも書かれておりますが、第３回７月１７日の木曜日、午後の３時から５時、１５

時から１７時ということで、部屋はこちらの２５１会議室になります。よろしくお

願いいたします。審議内容はこちらに大体書いてある通りです。またこの内容につ

いて、審議させていただければと思います。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

■会長 

ありがとうございました。それではこれで本日の推進会議を閉会といたします。

皆様お忙しい中ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。 

 


